
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号

障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て

障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及

び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
令
（

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
七

条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
平
均
的
な
支
出
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
平
均
的
な

支
出
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二

項
に
規
定
す
る
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
平
均
的
な
支
出
額
と
し
て
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
所
得
の
状
況
等

を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

別
表



入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
区
分

額

一

次
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

七
万
九
千
円

二

令
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

五
万
円

附

則

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
別
表
の
二
の
項
中
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る

の
は
「
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
」
と
す
る
。
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